
【目的】

・地域における環境保全活動の推進 ・地域の各家庭への活動の波及

【認定状況】※R8.4.1時点

認定数 １０５地域 （公民館７２・町内会２２・商店街等１１）

認定までの流れ

「いしかわ地域版環境ＩＳＯ」とは

いしかわ地域版環境ＩＳＯ
－地域における環境保全活動の推進－

地球温暖化などの環境問題に対処するため、公民館、町内会、商店街などが、地域で環境

保全活動に取り組むための指針です。

県では、積極的に環境保全活動に取り組む地域を地域版環境ＩＳＯとして認定しております。

②認定審査
計画書の書類確認及び現地訪問を行います。

③認定証の交付
認定完了後、認定証を交付します。

【環境行動計画書の記載内容】

・前年度中に排出した環境負荷の値（電気使用量・水道使用量・ゴミ排出量など）
・今年度の活動目標と、環境負荷の削減目標値
・目標達成に向けた、具体的な活動内容
・活動の実施体制（それぞれの役割や責任分担）

① 「環境行動計画書」を作成し、申込書とあわせて県へ提出

取組状況や目標などを記載した「環境行動計画書」を、市町の環境担当課を経由して提出します。

様式は県のホームページからダウンロードできます。
【いしかわ地域版環境ISO】 https://www.pref.ishikawa.lg.jp/ontai/pp/iso_local/index.html

作成した計画に沿って活動する。

環境負荷と取組内容を振り返り、計画を作成する。Ｐ l a n （ 計 画 ）

Ｄ o （ 実 施 ）

活動を振り返り、必要に応じて計画を見直しする。Ａ c t i o n （ 是 正 ）

活動の結果を評価する。

認定後の取組

毎年、年度初めに「環境行動計画書」を作成し、年間の活動内容のチェックや見直し、新た

な目標の設定などを行います。

Ｃ h e c k （ 点 検 ）

認定期間は「認定から３年経過後の最初の年度末まで」。以降は５年毎の更新となります。

（お問い合わせ先） 〒９２０－８５８０ 金沢市鞍月１丁目１番地

石川県生活環境部カーボンニュートラル推進課
ＴＥＬ：０７６－２２５－１４６９ ＦＡＸ：０７６－２２５－１４７９

ＰＤＣＡサイクルの継続により、活動内容の改善が図られます。
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